
 横 浜 市 報  定期第1043号 平成29年12月25日 

条 例

横 浜 市 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

 平 成 29 年 12 月 25 日

 横 浜 市 長 林  文 子

横 浜 市 条 例 第 41 号

横 浜 市 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 に 関 す る 条 例

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(1)  市 庁 舎 商 業 施 設  横 浜 市 市 庁 舎 （ 以 下 「 市 庁 舎 」 と い う 。）

に 併 設 す る 商 業 施 設 及 び そ の 附 属 施 設 を い う 。

(2)  運 営 事 業 者  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 貸 付 け 及 び 委 託 を 受

け 、 市 庁 舎 商 業 施 設 を 運 営 す る 事 業 者 を い う 。

 （ 基 本 方 針 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 は 、 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 基 本 と し て 行 う も の と す る 。

(1) み な と み ら い 21 地 区 、 関 内 地 区 等 の 結 節 点 に 位 置 し 、 水 辺 に

も つ な が る 立 地 の 特 性 を 生 か し 、 新 た な に ぎ わ い の 創 出 及 び 都

心 臨 海 部 全 体 の 活 性 化 に 資 す る こ と 。  

(2) 横 浜 の 歴 史 、 文 化 等 の 特 色 を 大 切 に し 、 横 浜 ら し さ を 表 す 施

設 と す る こ と 。

(3) 市 庁 舎 に 併 設 す る の に ふ さ わ し い 施 設 と す る こ と 。

(4) 市 庁 舎 及 び 市 庁 舎 商 業 施 設 へ の 来 訪 者 、 職 員 等 の 利 便 に 資 す

る 施 設 と す る こ と 。

(5) 市 の 歳 入 の 確 保 に 配 慮 し て 運 営 す る こ と 。

 （ 市 庁 舎 商 業 施 設 の 貸 付 け 等 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 前 条 に 定 め る 基 本 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」 と い う

。 ） に 基 づ い て 運 営 す る た め 、 市 庁 舎 商 業 施 設 に つ い て 、 各 店 舗

を 設 け る 者 （ 以 下 「 転 借 人 」 と い う 。 ） に 転 貸 す る こ と を 目 的 と

し て 貸 し 付 け る と と も に 、 当 該 転 貸 に 関 連 す る 業 務 を 委 託 す る こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 市 庁 舎 商 業 施 設 を 貸 し 付 け る 場 合 の 貸 付 料 は

、 運 営 事 業 者 が 転 借 人 と の 契 約 に 基 づ き 受 領 し た 貸 付 料 、 共 益 費

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の （ 保 証 金 等 の 預 り 金 を 除 く 。 ） の 総 額

と す る 。  
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３  市 長 は 、 運 営 事 業 者 に 対 し 、 契 約 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 １

項 の 規 定 に よ る 委 託 に 係 る 報 酬 等 を 支 払 う こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 の 適 正 を 期 す る た め 、 運 営 事 業

者 に 対 し て 、 そ の 運 営 の 状 況 等 に 関 し 報 告 を 求 め 、 必 要 に 応 じ て

、 実 地 に つ い て 調 査 し 、 又 は 指 示 す る も の と す る 。  

５  第 １ 項 の 規 定 に よ る 貸 付 け は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67

号 ） 第  237 条 第 ２ 項 の 条 例 に よ る 貸 付 け と す る 。

６  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 貸 付 け 及 び 委

託 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

 （ 運 営 事 業 者 の 選 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 運 営 事 業 者 を 選 定 し よ う と す る と き は 、 特 別 の 事

情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 公 募 す る も の と す る 。

２  運 営 事 業 者 に な ろ う と す る 者 は 、 事 業 計 画 書 そ の 他 市 長 が 指 定

す る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 基 本 方 針

を 最 も 効 果 的 に 達 成 す る こ と が で き る と 認 め た 者 を 運 営 事 業 者 と

し て 選 定 す る 。  

（ 横 浜 市 市 庁 舎 商 業 施 設 運 営 事 業 者 選 定 評 価 委 員 会 ）  

第 ６ 条  次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 市 市 庁 舎

商 業 施 設 運 営 事 業 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 評 価 委 員 会 」 と

い う 。 ） を 置 く 。  

(1) 運 営 事 業 者 の 選 定 に 関 す る こ と 。

(2) 運 営 事 業 者 に よ る 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 に 係 る 評 価 に 関 す る

こ と 。

(3) そ の 他 市 庁 舎 商 業 施 設 の 運 営 に 関 し 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項

２  選 定 評 価 委 員 会 は 、 市 長 が 任 命 す る 委 員 ７ 人 以 内 を も っ て 組 織

す る 。  

３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 評 価 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

 （ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

 附  則

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

 （ 経 過 措 置 ）  

２  市 の 事 務 所 の 位 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 26

年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 55 号 ） の 施 行 の 日 ま で の 間 に お け る 第 ２ 条 第

１ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 横 浜 市 市 庁 舎 」 と あ る の

は 、 「 市 の 事 務 所 の 位 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平
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成 26 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 55 号 ） の 施 行 の 日 以 後 に 横 浜 市 市 庁 舎 と

な る 建 物 」 と す る 。  




